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燕・弥彦総合事務組合は、燕市と弥彦村で構成している一部事務組合で、燕市と弥彦村管内

の「消防・救急」、「ごみ処理場・最終処分場」、「斎場」、「水道」の管理運営を行っていま

す。「燕・弥彦総合事務組合通信」では、皆さんの生活に身近な組合の情報を定期的にお知らせ

しますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受 験 資 格 

●平成７年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた人で、高等学校卒業程度の学力を有する人 

●矯正視力を含み、両眼で０．７以上かつ一眼でそれぞれ０．３以上の人 

●赤色、青色及び黄色の色彩が識別できる人 

●聴力が左右とも正常である人 

●身体に職務遂行上支障がない人 

●採用後、燕市又は西蒲原郡弥彦村に居住できる人 

採 用 予 定 

人 員 
若干名 

受 付 期 間 

７月１日（水）～３１日（金） 

午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日・祝日を除く） 

※郵送の場合は、７月３１日 締切日必着 

第１次試験 

（筆記試験） 

●とき  ９月２０日（日） 

●ところ 燕・弥彦総合事務組合消防本部 

（新潟県燕市吉田浜首４０８番地１） 

第２次試験 

（面接試験・体力試験） 

※第１次試験合格者に対して、面接試験及び体力試験を実施します。 

※令和２年１０月下旬から１１月上旬に、燕・弥彦総合事務組合消防本部で実施します。 

そ の 他 

試験についての詳細は「試験案内」をご覧ください。 

「試験案内」は、燕・弥彦総合事務組合 総務消防局総務課に用意してあるほか、ホームページよりダ

ウンロ－ドできます。URL:https://www.tysogo.jp 

申 し 込 み 

問い合わせ 

〒９５９－０２４８ 燕市吉田浜首４０８番地１ 

燕・弥彦総合事務組合 総務消防局総務課 

TEL：０２５６－９２－１２１０ ／ FAX：０２５６－９２－１１２９ 

 

 

 

燕・弥彦総合事務組合通信  

 

令和３年４月採用 消防職員を募集します。 

■採用職種、採用予定人員及び受験資格 

Topic 

１ 

■総務消防局 総務課 ☎0256-92-1210 

 



 

燕・弥彦総合事務組合通信 №13                    令和 2 年 7月 15 日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１９番等外国語通訳サービスを開始しました。 

■総務消防局 消防本部 ☎0256-92-1119 

 

日本語が話せない外国人の方からの１１９番要請に対応するため、令和２年４月１日よ

り、『１１９番等外国語通訳サービス』の運用を開始しました。 

この通話サービスは、１１９番通報をつないだ状態のまま、通報者・消防・通訳センタ

ーの三者間で通話することができるサービスです。なお、対応言語は英語、中国語、韓国

語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語を含む１８ヶ国語となっています。 

① 外国人からの 119番通報を本部の指令

センターで受ける。 

② それを電話通訳センターに転送する。 

③ ④三者間同時通訳を行う。 

119番通報時だけでなく、現場対応時

においても、電話を交互に受け渡し、

電話通訳センターに通訳を依頼する。 

Topic 

2  
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 ■総務消防局 消防本部 ☎0256-92-1119 

 

消防団用「救助資器材・小型動力ポンプ搭載 

多機能車」を分水消防署に配備しました！ 

  

車両全体 

この車両は、東日本大震災の教訓を踏まえ、今後想定されている南海トラフ地震や首都直下地

震等の広域かつ大規模な地震及び、全国各地で発生している台風や集中豪雨、土砂災害等の大規

模自然災害に備えるため、地域防災力の中核である消防団の教育訓練の充実強化を図ることを目

的として総務省消防庁から燕市消防団に配備された車両です。 

この車両には、消防車両が進入できないような狭いところでも消火活動を可能にする「可搬ポ

ンプ」、災害現場等で採光用として使用する「投光器及び発電機」、震災時における倒壊建物か

らの救助や、交通事故におけるドアの開放などに活用する「携帯型救助器具」等が搭載されてい

ます。また、傷病者を搬送するための担架や応急手当をするための「救急用資器材」も備えてい

ます。 

 

 

配備資器材 

Topic 
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燕・弥彦総合事務組合 

燕・弥彦総合事務組合 組織（2019.4.1） 

・消防  総務消防局 

〒959-0248 

     新潟県燕市吉田浜首 408 番地 1 

・環境    ℡0256-92-1210 
         

水道局 

〒959-1251 

  新潟県燕市白山町二丁目 7 番 27 号 

℡0256-64-7400 

・水道 

燕・弥彦総合事務組合 

管 理 者 燕 市 長 鈴 木  力 

副管理者 弥彦村長 小 林 豊 彦 

【編集・発行】燕・弥彦総合事務組合 総務消防局 

〒959-0248 新潟県燕市吉田浜首 408 番地 1 

TEL：0256-92-1210 FAX：0256-92-1129 

Email：soumu@tysogo.jp 

URL:https://www.tysogo.jp 

Topic 

4 

Topic 

5 

水道局では、安全でおいしい水を提供するため、水道法に基づいた水質検査を令和 2年 4月

に実施しました。水質検査の結果、すべての項目で水質基準を満たしており、安全な水である

ことが確認できました。なお、詳しい水質検査結果については、組合ホームページから確認い

ただけます。 

 

不燃ごみの分別にご協力をお願いします！ 

最終処分場では、新型コロナウイルスの影響による外出自粛で、家の片付けをして

出された不燃ごみのなかに、可燃ごみ、粗大ごみ、資源ごみが混載されています。ごみ

を出される際は、収集カレンダーやごみリサイクルガイドブックなどで確認し分別を

お願いします。 

 最終処分場（クリーンセンター舘野）を一日でも長く利用できるように、更なるご

協力をお願いします。 

 

CD や DVD → 可燃ごみ フライパンやなべ→金属類 

最終処分場に出された資源及び可燃ごみの一例 

水道水の水質検査結果についてお知らせします。 

■総務消防局 環境センター ☎0256-93-4704 

 

■水道局 施設課 ☎0256-64-7400 

 

mailto:soumu@tysogo.jp

